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第 号

口
県
規
則
第
四
十
七
号

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善

入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
交
通
規

規

口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

南
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
都
市
計

営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第

口
県
営
改
良
住
宅
条
例
第
三
条
第
二

営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す
る

口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の

目

次

則口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸

示定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て

週
火
・
金
曜
日
発
行

資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

制
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則

貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

山
口
県
知

環
境
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関
す

告
示
の
一
部
改
正
（
住
宅
課
）
…
…
…

指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会

付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
ぶ
ち
う

お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
うす

る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

す
る
告
示
の
一
部
改
正

（
住
宅
課
）
…
…
…
三

る
告
示
の
一
部
改
正

（
住
宅
課
）
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）
…
…
…
一

と
す
る
と
き
の
届
出
を

平 成 年
月 日

（火曜日）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
別
紙
中

別
記
第
五
号
様
式
の
注
２
及

者
業

」
を
削
る
。

第
九
条
第
二
項
中
第
四
号
を

項
に
第
一
号
及
び
第
二
号
と
し

一

山
村
振
興
法
第
八
条
の

定
す
る
山
村
振
興
計
画
及

二

間
伐
特
措
法
第
十
一
条

の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を

第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二

第
二
十
三
条
中
「
除
く
。
）

間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す

法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第

物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の

共
建
築
物
木
材
利
用
促
進
法
」

「
山
村
振
興
法
第
八
条
の
六
第

第
六
条
第
二
項
中
「
四
年
以

十
一
条
第
一
項
、
」
を
、
「
第

加
え
る
。

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
項
を
削
り
、

第
三
条
中
「
、
認
定
木
材
製

第
四
条
第
一
項
中
「
、
一
認

第
五
条
第
一
項
中
「
十
年
以

八
条
の
六
第
一
項
、
」
を
、
「

ら
施
行
す
る
。

類
中
５
を
７
と
し
、
２
か
ら
４
ま

者
業

造
製
材

木
定

認
、

」
を
削

び
３
並
び
に
別
記
第
六
号
様
式
の

第
六
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三

て
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
に
あ

び
当
該
計
画
に
係
る
同
項
の
同
意

第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ

証
す
る
書
類
の
写
し

十
一
条
第
一
項
中
「
、
認
定
木
材

は
」
の
下
に
「
、
別
に
定
め
が
あ

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法

一
項
」
を
加
え
、
「
公
共
建
築
物

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
、
間
伐
特
措
法
第
十
一
条
第

内
（
」
の
下
に
「
山
村
振
興
法
第

十
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び

善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年

第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

造
業
者
」
を
削
る
。

定
木
材
製
造
業
者
ご
と
」
を
削
る

内
（
」
の
下
に
「
山
村
振
興
法
（

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一

一

で
を
４
か
ら
６
ま
で
と
し
、
１
の

る
。

添
付
書
類
１
中
「

造
製

材
木
定

認
、

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

っ
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
に

を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写

て
は
、
間
伐
特
措
法
第
九
条
第
一

製
造
業
者
」
を
削
る
。

る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
間
伐
特

木
材
利
用
促
進
法
」
を
「
公
共
建

二
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「

二
項
中
「
三
年
以
内
（
」
の
下

一
項
、
」
を
加
え
る
。

八
条
の
六
第
一
項
、
間
伐
特
措
法

六
次
産
業
化
法
第
十
条
第
二
項
」

山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一

。昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）

号
）
第
九
条
」
の
下
に
「
、
森
林

次 同規し項 措築公に第を 部第の

規

則



平

道

成 年 月 日 火曜日

路
のそ

い
て道路

山 口

そ
三

号
山

道

（定期）県 報

一
陽七

二

第 号

山
土

害
物

れ
ば

路
の
区
域

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

路
の
種
類

県
道

線

名

徳
山
光
線

の
化
合
物

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平

か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
へ
の

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五

口
県
告
示
第
百
八
十
一
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

宇
部
市
大
字
西
沖
の
山
字
西
沖
一

小
野
田
市
大
字
小
野
田
字
長
沢
二

の
一
部

特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び

告

口
県
告
示
第
百
八
十
号

壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変

六
月
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県

山
口
県
知

成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九

該
当

十
八
条
第
四
項
第
十
一
号
に
該

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

山
口
県
知

六
の
三
の
一
部
、
一
六
の
六
及

宮
開
作
七
四
八
九
の
一
七
及
び

そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ

示

律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う

更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

事

村

岡

嗣

政

号
）
第
五
十
八
条
第
四
項
第
九

当
す
る
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

事

村

岡

嗣

政

び
七
四
八
九
の
一
七
並
び
に
山

同
市
大
字
西
沖
字
西
沖
一
四
の

の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

二

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・

路
線
名

供

用

県

道

徳
山
光
線

周
南
市
大
字
中
須
北

同
市
大
字
中
須
南
字

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

山
口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

区
周
南
市
大
字
中
須
北
字
清
水
浴
一
〇

の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
中
須
南
字
岸
高
二
一
〇
七

地
先
ま
で

た
。

土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
下

山
口

称四
・
二
百
八
末
武
大
通
線

開

始

の

区

字
清
水
浴
一
〇
一
八
の
一
地
先
か
ら

岸
高
二
一
〇
七
の
一
地
先
ま
で

年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

十
八
年
六
月
七
日
か
ら
一
月
間
山

山
口

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
八

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

二
五
・
〇

の
一

新

最
狭

一
一
・
〇

最
広

四
三
・
〇

松
市
建
設
部
都
市
整
備
課
に
備
え

県
知
事

村

岡

嗣

政

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
八
年
六
月

八
日

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

県
知
事

村

岡

嗣

政

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

五
一
四
・
〇

四
〇
四
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

二

置 計 道お

告

示



平成

め
、

め
、

項

年 月 日 火曜日

一
」

営「
〇

の
項

「
〇

「
〇

〇
」

五
」

山 口 県

表
に
改

住
宅

「
及

め
、

住
宅

一
」

（定期）報

表
「
〇

「
〇

よ
う

第 号

山
公

年
山

同
表
金
谷
県
営
住
宅
の
項
及
び

同
表
西
浦
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇

中
「
一
・
〇
〇
」
を
「
〇
・
九
九

に
改
め
、
同
表
西
宇
部
県
営
住
宅

住
宅
の
項
中
「
五
号
棟
」
の
下
に

・
六
八
」
を
「
〇
・
六
七
」
に
、

中
「
〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九

・
八
六
」
に
改
め
、
同
表
大
内

・
九
一
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改

に
、
「
〇
・
八
五
」
を
「
〇
・

を
「
〇
・
八
四
」
に
改
め
、
同
表

垢
田
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
六

め
、
同
表
栄
県
営
住
宅
の
項
中

の
項
中
「
、

棟
及
び

棟
」
を

び

棟
」
に
改
め
、
同
表
川
中

同
表
彦
島
堀
越
県
営
住
宅
の
項
中

の
項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・

を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同

中
村
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
九

・
九
一
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に

・
九
二
」
に
、
「
〇
・
六
〇
」
を

に
改
め
る
。

一
号
棟

綾
羅
木
県
営
住
宅

棟
か
ら

口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項

口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

高
井
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
九

・
九
二
」
を
「
〇
・
九
一
」
に

」
に
改
め
、
同
表
川
瀬
県
営
住

の
項
中
「
三
号
棟
」
を
「
四
号

「
及
び
六
号
棟
」
を
加
え
、
同

「
〇
・
七
三
」
を
「
〇
・
七
二

一
」
に
改
め
、
同
表
赤
妻
県
営
住

御
堀
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
八

め
、
同
表
上
東
県
営
住
宅
の
項

八
四
」
に
改
め
、
同
表
吉
敷
木
崎

穂
積
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・

〇
」
を
「
〇
・
五
九
」
に
、
「

「
〇
・
九
一
」
を
「
〇
・
九
〇
」

「
及
び

棟
か
ら

棟
ま
で
」

西
部
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
八

「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・
八
六

八
九
」
に
改
め
、
同
表
山
の
田

表
彦
島
江
の
浦
県
営
住
宅
の
項
中

一
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め

、
「
〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九

「
〇
・
五
九
」
に
改
め
、
同
表

棟
ま
で

第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

山
口
県
知

七
」
を
「
〇
・
九
六
」
に
改

改
め
、
同
表
中
央
県
営
住
宅
の

宅
の
項
中
「
〇
・
九
一
」
を

棟
」
に
改
め
、
同
表
東
岐
波
県

表
小
羽
山
県
営
住
宅
の
項
中

」
に
改
め
、
同
表
岬
県
営
住
宅

宅
の
項
中
「
〇
・
八
七
」
を

五
」
を
「
〇
・
八
四
」
に
、

中
「
〇
・
八
一
」
を
「
〇
・
八

県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
八

九
〇
」
を
「
〇
・
九
一
」
に
改

〇
・
七
七
」
を
「
〇
・
七
六
」

に
改
め
、
同
表
川
中
東
部
県
営

に
、
「
、

棟
及
び

棟
」
を

二
」
を
「
〇
・
八
一
」
に
改

」
に
改
め
、
同
表
白
雲
台
県
営

東
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
九

「
〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九

、
同
表
稗
田
県
営
住
宅
の
項
中

一
」
に
、
「
〇
・
九
三
」
を

綾
羅
木
県
営
住
宅
の
項
を
次
の

〇
・
九
二

〇
・
五
九

数
値
に
関
す
る
告
示
（
平
成
九

。事

村

岡

嗣

政

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

四
号
棟

南
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
八

九
二
」
を
「
〇
・
九
一
」
に
改

山
口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

山
口
県
営
改
良
住
宅
条
例
第

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

八
三
」
を
「
〇
・
八
二
」
に
、

「
〇
・
五
七
」
を
「
〇
・
五
六

六
」
に
改
め
、
同
表
若
山
県
営

「
三
号
棟
及
び
四
号
棟

「
三
号
棟

営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
九
七
」

に
改
め
る
。

東
深
川
県
営
住
宅

一

表
江
良
県
営
住
宅
の
項
中
「

の
項
中
「
〇
・
九
七
」
を
「
〇

「
〇
・
八
四
」
に
、
「
〇
・
八

「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同
表

同
表
旗
岡
県
営
住
宅
の
項
中
「

を
「
及
び
四
一
号
棟
」
に
改
め

「
〇
・
八
一
」
を
「
〇
・
八
〇

住
宅
の
項
中
「
〇
・
六
八
」
を

三
」
を
「
〇
・
七
二
」
に
改
め

五
」
に
改
め
、
同
表
両
家
県
営

山
口

六
」
を
「
〇
・
八
五
」
に
改
め
、

め
る
。

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

「
〇
・
八
八
」
を
「
〇
・
八
七
」

」
に
改
め
、
同
表
慶
万
県
営
住
宅

住
宅
の
項
中

を
「
〇
・
九
六
」
に
改
め
、
同
表

号
棟
か
ら
四
号
棟
ま
で

〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九
一
」
に

・
九
六
」
に
改
め
、
同
表
大
迫
田

一
」
を
「
〇
・
八
〇
」
に
改
め
、

生
野
屋
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・

及
び
二
号
棟
」
を
「
、
二
号
棟
及

、
「
、

棟
か
ら

棟
ま
で
」
を

」
に
、
「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・

「
〇
・
六
七
」
に
改
め
、
同
表
梅

、
同
表
第
二
浪
の
浦
県
営
住
宅
の

住
宅
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を
「

三

県
知
事

村

岡

嗣

政

〇
・
八
一
」

同
表
桜
山
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇

る
数
値
に
関
す
る
告
示
（
平
成
九

る
。 に

、
「

棟
」
を
「

棟
」
に

の
項
中
「
〇
・
七
七
」
を
「
〇
・

〇
・
七
六

」
を

〇
・
七
六

に
改
め
、
同
表
福

東
深
川
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ

〇
・
九

改
め
、
同
表
柳
井
旭
ヶ
丘
県
営
住

県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・
八
五
」

同
表
周
南
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇

八
五
」
を
「
〇
・
八
四
」
に
改
め

び
四
号
棟
」
に
、
「
、
四
一
号
棟

削
り
、
同
表
久
保
県
営
住
宅
の
項

八
六
」
に
改
め
、
同
表
浪
の
浦
県

ケ
丘
県
営
住
宅
の
項
中
「
〇
・

項
中
「
〇
・
七
六
」
を
「
〇
・

〇
・
八
五
」
に
改
め
、
同
表
光
井

・年 、七川 う八宅を・ 、」中営七七県



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

一
「

山 口

四
」

周
南

山
山

六
十

（定期）県 報

表綾表

第 号

表
山

県
を
次十

八
年
六
月
七
日
印
刷

十
八
年
六
月
七
日
発
行

の
表
中
「
有
限
会
社
山
口
県

綜
合
自
動
車
学
校

」

有
限
会
社
山
口
そ

う
ご
う
自
動
車
学

校

」
に
改
め
る
。

を
「
五
四
」
に
改
め
、
同
表
旗
岡

県
営
住
宅
の
項
中
「
四
一
〇
」
を

口
県
告
示
第
百
八
十
七
号

口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

綾
羅
木
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ

羅

木

県

営

住

宅

西
宇
部
県
営
住
宅
の
項
中
「
六
一

「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第

中
「
〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九
一

口
県
告
示
第
百
八
十
六
号

営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山
口
県
知

を
「
有
限
会
社
山
口
そ

う
ご
う
自
動
車
学

校

」
に
、
「

県
営
住
宅
の
項
中
「
四
一
〇
」

「
三
七
〇
」
に
改
め
る
。

の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和

正
す
る
。

山
口
県
知

う
に
改
め
る
。

中
層
耐
火
構
造
四
階
建

中
層
耐
火
構
造
五
階
建

」
を
「
八
六
」
に
改
め
、
同
表

三
項
」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
告

庁事 事

村

岡

嗣

政

山
口
県
綜
合
自
動

車
学
校

」
を

を
「
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表

四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

事

村

岡

嗣

政一
二
八

二
五

東
岐
波
県
営
住
宅
の
項
中
「
二

示
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部

二

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称

株
式
会
社
中
国
警
備
保
障

岩
国
市
麻
里
布
町
三
丁
目

三

委
託
の
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

山
口
県
告
示
第
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

次
の
と
お
り
歳
入
の
収
納
の
事

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

一

委
託
に
係
る
取
扱
歳
入
金

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト

及
び
所
在
地

一
四
番
一
四
号

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

務
を
委
託
し
た
。

山
口

の
種
類

発
給
手
数
料

日
ま
で
の
間

五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
知
事

村

岡

嗣

政

四

、


